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令和８・９年度の保険料率が決まりました
後期高齢者医療制度のお知らせです

　後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費などを推計して見直されます。
　長野県における令和８・９年度保険料率は、後期高齢者の増加や医療費の伸びに加え、現役世代の負担を
抑えるための国の制度改正により、次のとおり増額改定することになりました。
　お一人おひとりの保険料額は６月下旬に決定し、７月以降にお住まいの村から決定通知書によりお知らせ
します。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

令和６•７年度
令和８･９年度 令和８年度（年度ごと算定します）
基礎賦課額 子ども・子育て支援納付金賦課額 ※新設

均等割額 44,365円 48,827円 1,339円
所得割率 9.45% 8.80% 0.25%
賦課限度額 80万円 85万円 2万１千円

均等割額 年間保険料額
限度額は87万1千円

所得割額
（所得－43万円）×

基礎賦課額 8.80％
子ども・子育て賦課額
　　　 0.25％

基礎賦課額
48,827円
子ども・子育て賦課額
1,339円

 子ども・子育て支援納付金賦課額
　「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）」により、子育てを社会全体で支
えるため、令和８年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。
　後期高齢者医療制度においても、保険料と併せて子ども・子育て支援金を納めていただき、これを財源に子
育て世帯への支援を行い、少子化に歯止めをかけ、日本の未来を支えるための制度です。
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こども誰でも通園制度（概要） 子育て支援の拡充
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こども誰でも通園制度
【月10時間通園できる】 幼稚園

保育所、認定こども園等
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◯試行的事業

※118自治体実
施

◯法律上制度化

※自治体の判断
で実施

※259自治体実
施予定

◯法律に基づく
新たな給付制度

※全自治体で実
施

児童手当の拡充
（R6.10から支給開始）

所得制限撤廃、高校生まで
延長、第３子以降３万円

妊婦・出産時に合計10万円
給付

両親が育休取得した場合に
手取り10割相当支給

育児中に時短勤務をする場合に
時短勤務時の賃金の10％を支給

保育所等に通っていないこども
の保護者が月10時間利用可能

フリーランスの方の育児期
間中の年金保険料免除

妊婦10万円給付
（R7.4から支給開始）

育休手取り10割
（R7.4から支給開始）

時短勤務給付
（R7.4から支給開始）

こども誰でも通園制度
（R8.4から給付化）

国年育児中保険料免除
（R8.10から制度開始）

※「65歳以上の方など」は、「65歳以上の方」または「60歳以上65歳未満で、厚生労働省令に定める免疫等の機能
障害を有する方」
●妊婦や乳幼児、児童・生徒が対象となる定期接種（RSウイルス、五種混合、日本脳炎、子宮頸がんワクチンなど）
については、村が接種費用の全額を負担します。対象となる方または保護者のみなさんに直接ご案内します。
●県外の医療機関にて接種を受ける方は、事前にお手続きが必要となる場合がありますので、接種の予約前に
役場福祉課にご連絡ください。
●村が飯田医師会と契約している予防接種については、その契約単価を上限として助成します。
●予防接種法の改正などにより助成の内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。（内
容などが変更となる場合は、その都度、村内回覧などでお知らせします）

福祉課　健康支援係　☎３２－１０２１

村が実施する予防接種費用助成のご案内（令和８年度）
助成の内容 助成の対象者・申請方法など
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〈生後６か月～年度内に18歳
となる方〉
接種費用の全額

〈年度内に19歳となる方～
64歳の方〉
1,000円分の村商工会ギフト券

〈65歳以上の方など（※）〉
自己負担2,000円を除く額

①対象者は、接種日時点で天龍村に住所を有する生後６か月以上の方（助
成内容は年齢により異なります）。
②助成期間は各年10月１日～翌年３月31日まで。（ただし、65歳以上の方
など（※）の接種については、各年10月１日～翌年１月15日まで）
③助成は年度ごとに１人１回まで。（ただし、生後６か月～年度内に18歳
となる方の接種については、年度ごとに１人２回まで）
④64歳以下の方は、医療機関での接種後、医療機関発行の領収書（接種の
内容が記載されたもの）、申請者の口座がわかるもの、印鑑を持参のうえ、
役場または南支所にて申請ください。65歳以上の方など（※）は、役場ま
たは南支所で専用の予診票を受け取り、医療機関にて接種を受けてくだ
さい。
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自己負担8,000円を除く額

①対象者は、接種日時点で天龍村に住所を有する65歳以上の方など（※）。
②助成の対象となる接種期間は、各年10月１日～翌年３月31日まで。
③助成は年度ごとに１人１回まで。
④役場または南支所で専用の予診票を受け取り、医療機関にて接種を受け
てください。
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〈生ワクチン〉
自己負担4,000円を除く額

〈不活化ワクチン〉
自己負担額10,000円を除く額
（１回あたり）

①対象者は、接種日時点で天龍村に住所を有する50歳以上の方。
②50歳～64歳の方は、医療機関での接種後、医療機関発行の領収書（接種
の内容が記載されたもの）、申請者の口座がわかるもの、印鑑を持参の
うえ、役場または南支所にて申請ください。65歳以上の方など（※）は、
役場または南支所で専用の予診票を受け取り、医療機関にて接種を受け
てください。
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自己負担5,000円を除く額

①対象者は、接種日時点で天龍村に住所を有する65歳以上の方など（※）。
②助成は１人１回まで。
③ワクチンの種類に関係なく、過去に高齢者肺炎球菌予防接種を受けたこ
とがある方は、助成の対象となりません。
④65歳になられた日以降に専用の予診票を村から送付します。66歳以上の
方は、医療機関での接種後、医療機関発行の領収書（接種の内容が記載
されたもの）、申請者の口座がわかるもの、印鑑を持参のうえ、役場ま
たは南支所にて申請ください。
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接種費用の全額

①対象者は、接種日時点で天龍村に住所を有する１歳～年度内に18歳とな
る方。
②医療機関での接種後、医療機関発行の領収書（接種の内容が記載された
もの）、申請者の口座がわかるもの、印鑑を持参のうえ、役場または南
支所にて申請ください。


